
社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会役員等費用弁償規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会（以下「本会」とい

う。）の役員等に対する費用弁償について定めることを目的とする。 

 

（役員等） 

第２条 前条に規定する役員等とは、次の各号に掲げる者をいう。 

 （１） 理事 

 （２） 監事 

 （３） 評議員 

 （４） 評議員選任・解任委員会委員 

 

（会議等に対する費用弁償） 

第３条 前条に規定する役員等が、理事会、評議員会、各種の監査もしくは各種委員

会（以下「会議」という。）に出席した日に対して費用弁償するものとし、その額は

２，０００円とする。 

２ 前項の場合において、同日に２以上の会議に出席したときは、これを１日とみな 

す。 

 

（出張に対する費用弁償） 

第４条 役員等が会務のために出張したときは、順路によりその費用を弁償する。 

２ 使用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その際 

は、次に掲げる者のほか、職員の例による。 

（１）鉄道賃 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、特別 

車両料金 

（２）船 賃 次に定める額 

 ア 旅客運賃の等級を区分する船舶を運行する航路における旅行の場合は、上級の 

   額 

 イ 特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、特別船室料金 

（３）日 当 東京都に存する島嶼の区域及び東京都外への旅行で片道２５０キロメ 

ートル以上のものについて別表に定める額 

（４）宿泊料 別表に定める額 

３ 前項第１号に掲げる特別車両料金及び同項第２号イに掲げる特別船室料金は、特 

別車両料金を徴する客車及び特別船室料金を徴する船舶を利用することに特別の事 

情があると認められる場合に限り支給する。 

 

（支給方法） 

第５条 当該費用弁償は、原則として現金で支給する。ただし、役員等が希望すると 



 きは、役員等が指定する金融機関口座への振込によって支給することができるもの 

とする。 

 

（改正） 

第６条 本規定の改正は、評議員会の議決を得なければならない。 

 

 附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


